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世
界
は
ひ
と
握
り
の
暴
君

ら
に
よ
っ
て
荒
廃
さ
せ
ら
れ

て
い
る
。
イ
ラ
ン
戦
争
只
中

の
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
14
世
の

言
葉
。
す
ぐ
に
３
名
の
暴
君

と
三
つ
の
戦
争
が
想
起
さ
れ

る
。
帝
国
時
代
の
版
図
を
回

復
す
る
野
望
の
下
、
隣
国
か

ら
ク
リ
ミ
ヤ
半
島
、
ド
ン
バ

ス
地
方
の
奪
取
を
企
て
る
暴

君
。
シ
リ
ア
領
で
あ
る
ゴ
ラ

ン
高
原
の
実
効
支
配
、
ヨ
ル

ダ
ン
川
西
岸
へ
の
進
出
に
加

え
、
ガ
ザ
地
域
の
併
呑
も
も

く
ろ
む
暴
君
。
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
、
次
い
で
イ
ラ
ン
の
ト
ッ

プ
を
略
奪
、
抹
殺
す
る
と
い

う
国
際
法
を
無
視
す
る
暴
君
。

イ
ラ
ン
の
発
電
設
備
の
破
壊

も
も
く
ろ
み
、
国
民
は
石
器

時
代
の
生
活
に
戻
る
だ
ろ
う

な
ど
と
暴
言
を
吐
く
。
こ
の

間
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
を

旨
と
す
る
国
連
の
存
在
感
が

薄
弱
な
こ
と
。
安
全
保
障
理

事
会
も
大
国
が
絡
む
紛
争
に

は
介
入
手
段
を
持
た
ず
無
力

で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
グ
ロ

ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
弱
点

の
顕
在
化
。
一
つ
の
国
際
海

峡
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
石
油
供

給
が
妨
げ
ら
れ
、
数
多
の

国
々
の
経
済
、
日
常
生
活
に

甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
。
燃

料
の
み
な
ら
ず
ナ
フ
サ
の
供

給
不
足
が
様
々
な
生
産
活
動

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
。

医
療
界
へ
の
影
響
も
大
き
く
、

プ
ラ
製
品
で
あ
る
チ
ュ
ー
ブ

類
や
バ
ッ
グ
、
分
包
紙
な
ど

の
不
足
を
き
た
し
た
。
世
界

が
共
存
共
生
の
国
際
協
調
主

義
に
基
づ
く
体
制
に
立
ち
戻

れ
る
の
か
。�

（
Ｓ
・
Ｓ
）

　
い
よ
い
よ
こ
の
６
月
か

ら
診
療
報
酬
改
定（
本
体
）

が
実
施
さ
れ
る
。
令
和
８

年
度
改
定
は
近
年
に
な
く

大
き
な
注
目
を
集
め
た
。

物
価
・
人
件
費
の
上
昇
、

医
療
材
料
費
・
光
熱
水
費

・
委
託
費
の
増
加
、
そ
し

て
医
療
Ｄ
Ｘ
へ
の
対
応
な

ど
、
病
院
の
経
営
環
境
が

急
速
に
厳
し
さ
を
増
す
中

で
、
診
療
報
酬
が
ど
こ
ま

で
現
場
の
実
態
を
反
映
す

る
の
か
が
問
わ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

　
今
回
の
改
定
で
は
医
療

従
事
者
の
処
遇
改
善
や
物

価
高
騰
へ
の
対
応
が
最
重

点
項
目
と
し
て
盛
り
込
ま

れ
た
が
、
こ
れ
は
病
院
経

営
の
危
機
が
社
会
的
に
認

識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
改

定
に
よ
っ
て
、
崩
壊
寸
前

だ
っ
た
地
域
医
療
提
供
体

制
が
何
と
か
生
き
延
び
ら

れ
そ
う
だ
、
と
い
う
の
が

率
直
な
思
い
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
地
域
医
療
の

現
場
か
ら
見
る
と
、
今
回

の
改
定
だ
け
で
問
題
が
解

決
し
た
と
は
到
底
言
え
な

い
。
病
院
は
、
医
師
・
看

護
師
・
薬
剤
師
・
医
療
技

術
職
員
・
事
務
職
員
な
ど

多
職
種
の
力
が
結
集
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
機
能
す
る

複
雑
系
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
医
療
Ｄ
Ｘ
で
効
率
化

が
あ
る
程
度
進
ん
だ
と
し

て
も
、
医
療
が
労
働
集
約

型
産
業
か
ら
完
全
に
脱
却

す
る
の
は
困
難
だ
ろ
う
。

人
材
確
保
、
処
遇
改
善
、

医
療
安
全
や
感
染
対
策
の

徹
底
、
さ
ら
に
施
設
や
設

備
の
更
新
の
た
め
に
は
、

継
続
的
で
安
定
し
た
財
源

が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
診
療
報
酬

は
原
則
と
し
て
２
年
に
１

度
の
改
定
で
あ
り
、
日
々

変
動
す
る
物
価
や
賃
金
の

上
昇
に
機
動
的
に
対
応
で

き
な
い
。
こ
の
構
造
的
な

ず
れ
が
病
院
の
経
営
を
圧

迫
す
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や

中
東
の
紛
争
な
ど
予
測
不

能
な
出
来
事
に
よ
っ
て
物

価
が
跳
ね
上
が
る
と
、
特

に
急
性
期
病
院
の
経
営
は

大
打
撃
を
受
け
る
。

　
そ
も
そ
も
地
域
の
中
核

病
院
は
、
採
算
性
だ
け
で

は
測
れ
な
い
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
救
急
・
周
産
期

・
災
害
医
療
や
感
染
症
対

策
な
ど
、
住
民
の
暮
ら
し

を
支
え
る
社
会
的
共
通
資

本
と
し
て
の
役
割
は
極
め

て
大
き
い
。

　
ま
た
、
増
加
す
る
高
齢

患
者
に
お
い
て
は
、
急
性

期
治
療
後
の
リ
ハ
ビ
リ
や

退
院
支
援
、
在
宅
復
帰
支

援
、
施
設
と
の
調
整
が
重

要
と
な
る
。
こ
れ
は
病
院

単
体
で
完
結
す
る
問
題
で

は
な
く
、
地
域
全
体
の
医

療
・
介
護
提
供
体
制
の
問

題
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
診
療
報

酬
は
医
療
行
為
の
単
な
る

価
格
表
で
は
な
い
。
今
後

強
く
求
め
ら
れ
る
の
は
、

住
民
の
安
心
を
守
る
た
め

の
裏
付
け
と
な
る
診
療
報

酬
制
度
で
あ
る
。
令
和
８

年
度
改
定
を
到
達
点
と
捉

え
る
の
で
は
な
く
、
地
域

医
療
を
将
来
に
わ
た
っ
て

存
続
す
る
た
め
の
出
発
点

と
し
た
い
。

（
総
合
病
院
国
保
旭
中
央

病
院
・
統
括
病
院
長
）

診
療
報
酬
改
定
、

　
　
　
そ
の
先
に
あ
る
も
の

連
盟
　
常
務
理
事
　

野

村

幸

博

働
く
環
境
・
養
成
体
制
な
ど
の
整
備
と

養
成
か
ら
現
場
へ
の
つ
な
ぎ
支
援
が
論
点
に

2
面
へ
つ
づ
く
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医療関係職種医療関係職種の安定的なの安定的な
養成･確保で養成･確保で検討開始検討開始

　
厚
生
労
働
省
は
５
月
７
日
、
２
０
４
０
年
頃
に
か
け
て
、
①
医
療
と
介
護
の
複
合
ニ
ー
ズ
を
抱
え
る
高
齢
者
の

増
加
と
生
産
年
齢
人
口
（
15
歳
～
64
歳
人
口
）
の
減
少
が
一
層
見
込
ま
れ
、
②
医
療
関
係
職
種
の
養
成
校
の
定
員

充
足
率
も
近
年
低
下
傾
向
に
あ
る
―
な
ど
、
医
療
関
係
職
種
の
養
成
・
確
保
は
一
層
困
難
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
医
療
関
係
職
種
の
安
定
的
な
養
成
・
確
保
に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
置
し
、
地
域
に
お

い
て
必
要
な
医
療
関
係
職
種
の
安
定
的
な
養
成
・
確
保
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
開
始
し
た
。

　
「
医
療
関
係
職
種
の
安
定

的
な
養
成
・
確
保
に
関
す
る

検
討
会
」
で
は
、
ヒ
ア
リ
ン

医
療
関
係
職
種
の
安
定
的
な

養
成
・
確
保
に
関
す
る
論
点

現
状
認
識
・
課
題
等

【
人
口
推
移
の
地
域
差
・
足

元
の
取
組
】

　
▽
人
口
は
、
医
療
・
介
護

の
複
合
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
85

歳
以
上
を
中
心
に
、
高
齢
者

数
が
２
０
４
０
年
頃
の
ピ
ー

ク
ま
で
増
加
見
込
み
。
地
域

ご
と
に
み
る
と
、
生
産
年
齢

人
口
は
ほ
ぼ
全
て
の
地
域
で

減
少
し
、
高
齢
人
口
が
増
加

す
る
地
域
と
減
少
す
る
地
域

が
あ
る
な
ど
、
地
域
ご
と
の

課
題
や
地
域
に
求
め
ら
れ
る

医
療
提
供
体
制
の
あ
り
方

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の

と
な
る
。

　
▽
こ
れ
ら
を
受
け
、
地
域

グ
や
各
論
点
に
つ
い
て
、
月

１
回
程
度
の
開
催
を
経
て
社

会
保
障
審
議
会「
医
療
部
会
」

に
報
告
し
な
が
ら
検
討
を
進

め
年
内
に
議
論
を
取
り
ま
と

め
る
。

　
医
療
関
係
職
種
の
安
定
的

な
養
成
・
確
保
に
関
す
る
論

点
は
以
下
の
と
お
り
。

の
医
療
提
供
体
制
全
体
の
課

題
解
決
を
図
る
た
め
、
今
年

度
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お

い
て
新
た
な
地
域
医
療
構
想

の
策
定
を
開
始
す
る
予
定
。

ま
た
、
令
和
８
年
度
診
療
報

酬
改
定
で
は
、
医
療
従
事
者

を
確
保
す
る
制
約
が
見
込
ま

れ
る
中
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
利

活
用
の
推
進
等
に
よ
り
、
医

療
従
事
者
の
業
務
効
率
化
・

負
担
軽
減
等
を
行
い
、
必
要

な
医
療
機
能
の
確
保
を
図
る

観
点
か
ら
、
見
直
し
を
行
っ

た
。
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｘ
化
に
取

り
組
む
医
療
機
関
を
支
援

し
、
業
務
効
率
化
・
勤
務
環

境
改
善
を
進
め
る
た
め
の
制

度
的
対
応
を
盛
り
込
ん
だ
健

保
法
等
一
部
改
正
法
案
を
国

会
で
審
議
中
。

　
▽
地
域
レ
ベ
ル
で
の
医
療

従
事
者
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
各
都
道
府
県
の
医
療
計

画
に
お
い
て
独
自
の
方
策
が

定
め
ら
れ
、
取
組
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。

【
少
子
化
の
更
な
る
進
展
】

　
▽
18
歳
人
口
の
減
少
に
伴

い
、
２
０
２
６
年
度
以
降
は

大
学
進
学
者
は
減
少
局
面
に

入
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
約
10
年
後
に
は
18
歳

人
口
が
１
０
０
万
人
を
切

り
、
以
後
急
減
な
減
少
が
見

込
ま
れ
る
。

　
▽
地
域
ご
と
に
、
例
え
ば

２
０
２
１
年
と
比
較
し
た
２

０
４
０
年
の
18
歳
人
口
の
減

少
割
合
を
み
る
と
、
40
％
を

超
え
る
県
が
20
以
上
あ
る
ほ

か
、
50
％
を
超
え
る
県
も
複

数
存
在
す
る
。

【
国
民
の
意
識
】

　
▽
国
民
の
意
識
を
み
る
と

「
専
門
的
知
識
や
特
技
が
活

か
せ
る
仕
事
」
を
理
想
的
と

考
え
る
割
合
も
高
く
、
専
門

性
の
向
上
や
ス
キ
ル
習
得
の

促
進
は
重
要
。
ま
た
、
若
者

が
資
格
取
得
や
エ
ッ
セ
ン
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
へ
の
前
向
き

な
印
象
を
持
っ
て
い
る
と
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
も
あ
る

が
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン

ス
や
給
与
条
件
の
改
善
は
引

き
続
き
課
題
。

【
養
成
体
制
】

　
▽
医
療
関
係
職
種
の
養
成

施
設
で
は
、
多
く
の
職
種

で
、
大
学
・
専
門
学
校
と
も

に
定
員
充
足
率
が
近
年
低
下

傾
向
。
な
お
、
例
え
ば
看
護

職
に
つ
い
て
み
る
と
、
専
門

学
校
で
あ
る
養
成
施
設
の
卒

業
生
は
、
大
学
の
卒
業
生
に

比
べ
て
県
内
就
職
率
が
高
く

2 0 4 0年頃に向けた医療の課題①

Ⅰ．将来の人口構造の変化と求められる医療需要①
○ 人口は、 歳以上を中心に高齢者数は 年頃のピークまで増加見込み。
○ 医療・介護の複合ニーズを有する 歳以上の高齢者の増加に伴い、 歳以上を中心に高齢者の救急搬送は増加、在宅医療の需要も増加。

～ ～ ～ ～ ～ ～

７５歳以上全体の認定率︓３１．５％

８５歳以上全体の認定率︓５７．７％

６５歳以上全体の認定率︓１８．９％

各年齢階層別の認定率

出典︓ 年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び 年 月１日人口から作成 （資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和５年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」
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令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改
定

看
護
職
員
処
遇
改
善
評
価
料
及
び

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
の
疑
義
解
釈

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰

1
面
か
ら
つ
づ
く

な
っ
て
い
る
。

　
▽
こ
う
し
た
医
療
人
材
の

「
な
り
手
」
の
確
保
の
た
め

に
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
様
々

な
取
組
が
み
ら
れ
る
。

　
▽
学
校
サ
イ
ド
で
は
、
地

域
医
療
を
支
え
る
人
材
育
成

を
目
的
と
し
て
、
学
校
の
経

営
母
体
の
変
更
や
サ
テ
ラ
イ

ト
施
設
の
設
置
な
ど
の
取
組

が
あ
る
ほ
か
、
社
会
人
の
取

り
込
み
を
進
め
て
い
く
動
き

が
あ
る
。

【
養
成
か
ら
現
場
へ
の
つ
な

ぎ
、
現
場
で
の
働
き
方
】

　
▽
例
え
ば
看
護
職
に
つ
い

て
み
る
と
、
養
成
施
設
が
実

習
先
の
確
保
に
困
難
を
抱
え

て
い
る
実
態
が
あ
る
。
ま

た
、
入
職
後
の
施
設
等
に
お

け
る
新
人
研
修
の
枠
組
み
が

体
系
化
さ
れ
、
新
卒
看
護
職

の
離
職
率
は
、
全
産
業
に
比

べ
て
低
い
傾
向
に
あ
る
。

　
▽
働
き
方
に
対
す
る
若
者

の
意
識
に
つ
い
て
み
る
と
、

「
共
育
て
」
の
実
現
を
重
視

し
て
い
る
と
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
が
あ
る
。
医
療
機
関

で
の
勤
務
環
境
は
、
有
休
・

育
休
取
得
率
の
上
昇
な
ど
一

定
程
度
改
善
し
て
き
て
い
る

が
、
人
員
や
時
間
に
余
裕
が

な
く
勤
務
環
境
の
改
善
に
取

り
組
め
な
い
と
い
う
声
も
あ

る
。

　
▽
パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ

対
策
は
引
き
続
き
課
題
で
あ

る
ほ
か
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
へ
の
対
応
と
い
っ

た
新
た
な
取
組
も
必
要
に
な

っ
て
い
る
。

主
な
論
点

　
▽
本
検
討
会
に
お
い
て

か
。

【
①
養
成
体
制
の
整
備
】

　
・
若
者
・
社
会
人
等
の「
な

り
手
」
の
確
保
策
と
、
中
長

期
的
な
「
な
り
手
」
の
減
少

に
も
対
応
で
き
る
持
続
的
な

養
成
体
制
の
整
備

　
・
若
者
・
社
会
人
等
な
ど
、

多
様
な
人
材
が
参
入
し
や
す

い
養
成
課
程
・
養
成
環
境

【
②
養
成
か
ら
現
場
へ
の
つ

な
ぎ
支
援
】

　
・
養
成
校
・
職
場
の
各
段

階
で
、
資
質
の
向
上
を
図
り

つ
つ
、
そ
れ
が
職
場
・
地
域

へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
定
着
に
結

び
つ
く
方
策

【
③
働
く
環
境
の
整
備
】

　
・
長
い
職
業
人
生
を
通

じ
、
意
欲
・
能
力
等
に
応
じ

告
書
に
お
け
る
取
扱
い
如
何
。

【
答
】
派
遣
職
員
の
賃
金
改

善
に
伴
い
増
加
す
る
消
費
税

分
に
つ
い
て
は
、
実
績
報
告

書
上「
ベ
ア
等
に
伴
う
賞
与
、

時
間
外
手
当
、
法
定
福
利
費

（
事
業
者
負
担
分
等
を
含
む
）

等
の
増
加
分
に
用
い
た
額
」

と
し
て
計
上
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
外
来
・
在
宅
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅱ
）、

入
院
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
、

歯
科
外
来
・
在
宅
ベ
ー
ス
ア

ッ
プ
評
価
料
（
Ⅱ
）
及
び
訪

問
看
護
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
（
Ⅱ
）
の
区
分
計
算
に
お

け
る
「
月
額
賃
金
総
額
」
に

つ
い
て
は
、
派
遣
職
員
の
賃

金
改
善
に
伴
い
増
加
す
る
消

費
税
分
を
含
め
な
い
こ
と
。

　
５
月
８
日
【
抜
粋
】

●
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

【
問
１
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
後
の
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
評
価
料
の
施
設
基
準
に
お

い
て
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
に
よ
る
収
入
の
繰
り
越

し
に
係
る
規
定
は
な
い
が
、

令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改
定

前
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

等
に
よ
る
収
入
に
つ
い
て
、

令
和
８
年
度
に
繰
り
越
し
た

場
合
の
取
扱
い
如
何
。

【
答
】
令
和
８
年
度
診
療
報

金
改
善
実
績
報
告
書
」
及
び

「
賃
金
改
善
中
間
報
告
書
」

に
お
い
て
記
載
す
る
「
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
等
に
よ
る

収
入
の
実
績
額
」に
つ
い
て
、

外
来
・
在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料（
Ⅰ
）の
注
５
等
に
含

ま
れ
る
、
継
続
的
な
賃
上
げ

の
取
組
の
実
施
に
係
る
評
価

分
は
、
当
該
評
価
料
等
の
収

入
の
実
績
額
に
含
め
る
か
。

【
答
】
含
め
な
い
。
外
来
・

在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

（
Ⅰ
）の
注
５
等
の
う
ち
、
継

続
的
な
賃
上
げ
の
取
組
の
実

施
に
係
る
評
価
の
点
数
分
を

除
い
た
、
当
該
評
価
料
の
本

体
点
数
の
み
を
算
定
し
た
場

合
に
置
き
換
え
て
計
算
す
る
。

例
え
ば
、
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅰ
）
の

場
合
、
注
５
の
適
用
が
あ
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

収
入
の
実
績
額
は
、
令
和
８

年
度
に
お
い
て
は
初
診
時
17

点
・
再
診
時
等
４
点
と
な
る
。

【
問
８
】
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
の
対
象
職
員
に
つ
い
て

「
当
該
保
険
医
療
機
関
に
勤

務
す
る
職
員
」
と
あ
る
が
、

法
人
本
部
に
所
属
す
る
職
員

が
、
実
態
と
し
て
保
険
医
療

機
関
に
お
け
る
業
務
を
行
う

場
合
は
、
対
象
職
員
に
含
ま

れ
る
の
か
。

【
答
】
主
と
し
て
当
該
保
険

医
療
機
関
に
お
け
る
業
務
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
対

象
職
員
に
含
ま
れ
る
。

【
問
９
】
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
の
対
象
職
員
に
つ
い

て
、
出
向
者
が
、
出
向
元
と

の
労
働
契
約
を
維
持
し
た
ま

ま
、
出
向
先
と
も
労
働
契
約

を
締
結
し
、
出
向
先
に
お
い

て
、
相
当
期
間
継
続
的
に
勤

務
し
、
出
向
元
か
ら
給
与
の

支
払
い
を
受
け
る
よ
う
な
場

は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な

医
療
が
持
続
的
に
提
供
さ
れ

る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、

医
療
関
係
職
種
を
安
定
的
に

養
成
・
確
保
し
て
い
く
観
点

か
ら
、
各
職
種
の
状
況
を
把

握
し
つ
つ
、
各
職
種
が
共
通

し
て
抱
え
て
い
る
と
い
え
る

課
題
に
つ
い
て
、
各
職
種
横

断
的
に
、
養
成
現
場
や
医
療

現
場
、
地
域
や
都
道
府
県
・

国
等
の
関
係
者
が
一
体
と
な

っ
て
対
応
・
取
り
組
ん
で
い

く
べ
き
事
項
や
、
そ
の
枠
組

み
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

と
し
て
は
ど
う
か
。

　
▽
そ
の
上
で
、
医
療
関
係

職
種
の
養
成
・
確
保
に
向
け

て
、
例
え
ば
、
以
下
の
点
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る

　
４
月
21
日
【
抜
粋
】

●
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

【
問
１
】
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅰ
）
及

び
（
Ⅱ
）、
歯
科
外
来
・
在
宅

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料（
Ⅰ
）

及
び（
Ⅱ
）、
入
院
ベ
ー
ス
ア

ッ
プ
評
価
料
の
対
象
職
員
に

つ
い
て
、「
当
該
保
険
医
療

機
関
に
勤
務
す
る
職
員
」
と

あ
る
が
、
保
険
医
療
機
関
の

開
設
者
及
び
管
理
者
並
び
に

法
人
の
代
表
者
及
び
役
員
は

い
ず
れ
も
含
ま
れ
な
い
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

【
問
２
】
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
等
の
対
象
職
員
に
つ
い

て
、
保
険
医
療
機
関
等
に
直

接
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
「
疑
義
解
釈
資

料（
そ
の
２
）」（2026.4.1
）

別
添
２
の
問
２
に
お
い
て
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

は
「
派
遣
職
員
（「
労
働
者
派

遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確

保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護

等
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和

60
年
法
律
第
88
号
）
の
第
２

条
第
２
項
に
該
当
す
る
職
員

を
い
う
）
に
限
り
対
象
と
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
」
と

あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
派
遣

職
員
の
賃
金
改
善
に
伴
い
増

加
す
る
消
費
税
分
に
つ
い

て
、
区
分
計
算
及
び
実
績
報

３
月
時
点
の
給
与
体
系
に
当

該
職
位
等
を
当
て
は
め
た
場

合
の
基
本
給
等
の
合
計
を
比

較
す
る
。

【
問
５
】
令
和
６
年
４
月
以

降
令
和
８
年
５
月
以
前
に
開

業
し
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
（
Ⅰ
）
を
届
け
出
て
い
な

い
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い

て
は
、
継
続
的
な
賃
上
げ
の

取
組
に
係
る
施
設
基
準
に
関

し
、
令
和
６
年
３
月
時
点
の

基
本
給
等
総
額
と
比
較
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ

の
場
合
、
継
続
的
な
賃
上
げ

の
取
組
の
実
施
に
係
る
施
設

基
準
の
届
出
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
の
か
。

【
答
】
開
業
時
点
に
お
け
る

給
与
体
系
に
基
づ
く
基
本
給

等
総
額
と
当
該
評
価
料
を
算

定
す
る
月
時
点
の
基
本
給
等

総
額
を
比
較
し
、
施
設
基
準

に
定
め
る
水
準
を
満
た
す
場

合
に
お
い
て
は
、
継
続
的
な

賃
上
げ
の
取
組
に
係
る
施
設

基
準
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、

届
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
問
６
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
後
の
外
来
・
在
宅

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料（
Ⅰ
）

等
を
６
月
か
ら
算
定
す
る
場

合
、
毎
年
８
月
に
提
出
す
る

「
賃
金
改
善
中
間
報
告
書
」

に
お
け
る
、
賃
金
改
善
実
績

期
間
は
、
い
つ
に
な
る
か
。

【
答
】
例
え
ば
、
令
和
８
年

６
月
か
ら
賃
上
げ
を
行
う
場

合
、
同
年
６
月
及
び
７
月
分

の
賃
上
げ
実
績
を
報
告
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
同
年

４
月
か
ら
賃
上
げ
を
行
う
場

合
に
お
い
て
も
、
同
年
４
月

及
び
５
月
分
の
賃
上
げ
実
績

で
は
な
く
、
同
年
６
月
及
び

７
月
分
の
賃
上
げ
実
績
を
報

告
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
問
７
】令
和
８
年
度
の「
賃

て
継
続
的
に
キ
ャ
リ
ア
・
ス

キ
ル
の
向
上
が
図
れ
た
り
、

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
に
応
じ
て
働

き
続
け
ら
れ
る
環
境

【
④
地
域
に
お
け
る
推
進
体

制
の
整
備
】

　
・
上
記
①
～
③
に
つ
い

て
、
国
と
の
役
割
分
担
も
踏

ま
え
つ
つ
、
各
地
域
で
医
療

関
係
職
種
の
需
給
状
況
や
養

成
・
確
保
に
か
か
る
課
題
を

把
握
・
共
有
し
つ
つ
、
必
要

な
取
組
を
計
画
的
に
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
枠
組
み

【
参
考
】「
医
療
機
関
の
業

務
効
率
化
・
職
場
環
境
改
善

の
推
進
に
関
す
る
方
向
性
に

つ
い
て
」（
抜
粋
）（
令
和
７

年
12
月
８
日
医
療
部
会
）
略

改
善
実
績
報
告
書
」及
び「
賃

金
改
善
中
間
報
告
書
」
の
作

成
に
つ
い
て
、
法
人
内
の
同

一
の
給
与
体
系
に
基
づ
く
複

数
の
保
険
医
療
機
関
等
を
通

算
し
て
算
出
す
る
場
合
の
規

定
が
新
設
さ
れ
た
が
、
外
来

・
在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
（
Ⅰ
）
の
注
５
等
、
継
続

的
な
賃
上
げ
の
取
組
の
実
施

に
係
る
施
設
基
準
に
つ
い
て

も
、
法
人
内
の
同
一
の
給
与

体
系
に
基
づ
く
複
数
の
保
険

医
療
機
関
等
を
通
算
し
て
算

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

【
答
】
外
来
・
在
宅
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅰ
）
の
注

５
等
の
継
続
的
な
賃
上
げ
の

取
組
の
実
施
に
係
る
施
設
基

準
に
つ
い
て
は
、
法
人
内
で

通
算
し
て
算
出
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
届
出
を
行
う
保
険

医
療
機
関
等
毎
に
、
施
設
基

準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

【
問
４
】
外
来
・
在
宅
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅰ
）
の

注
５
等
の
継
続
的
な
賃
上
げ

の
取
組
の
実
施
に
係
る
施
設

基
準
に
お
い
て
「
令
和
８
年

度
の
対
象
職
員
（
医
師
及
び

歯
科
医
師
を
除
く
）
の
、
当

該
評
価
料
を
算
定
す
る
月
時

点
の
基
本
給
等
を
合
計
し
、

当
該
対
象
職
員
を
令
和
６
年

３
月
時
点
の
給
与
体
系
に
当

て
は
め
た
場
合
と
比
較
」
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

例
え
ば
、
対
象
期
間
中
に
定

期
昇
給
や
定
年
後
の
継
続
雇

用
に
よ
る
給
与
の
変
動
が
あ

っ
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
比
較
を
行
う
の
か
。

【
答
】
い
ず
れ
の
場
合
に
お

い
て
も
、
①
当
該
評
価
料
を

算
定
す
る
月
時
点
の
基
本
給

等
の
合
計
と
、
②
当
該
評
価

料
を
算
定
す
る
月
時
点
の
職

位
等
に
基
づ
き
、
令
和
６
年

酬
改
定
前
の
施
設
基
準
に
基

づ
き
、
令
和
８
年
12
月
ま
で

に
賃
金
の
改
善
措
置
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
場
合
、
令
和

８
年
度
の
賃
金
改
善
実
績
報

告
書
に
お
い
て
、
令
和
７
年

度
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

に
よ
る
収
入
の
繰
越
額
は

「
前
年
度
か
ら
の
繰
越
額（
令

和
８
年
度
分
報
告
時
の
み
記

載
）」に
、
対
象
職
員
へ
の
実

績
と
し
て
は
「
ベ
ア
等
に
伴

う
賞
与
、
時
間
外
手
当
、
法

定
福
利
費
（
事
業
者
負
担
分

等
を
含
む
）
等
の
増
加
分
に

用
い
た
額
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ

記
載
す
る
こ
と
。

【
問
２
】
法
人
内
の
同
一
の

給
与
体
系
に
基
づ
く
複
数
の

保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、

保
険
医
療
機
関
等
の
「
月
額

賃
金
総
額
」
及
び
「
対
象
職

員
数
」
を
通
算
し
て
届
出
を

行
う
場
合
、
対
象
職
員
数
や

社
会
保
険
診
療
等
に
係
る
収

入
金
額
の
合
計
額
の
割
合
が

施
設
基
準
に
満
た
な
い
保
険

医
療
機
関
等
、
ベ
ー
ス
ア
ッ

プ
評
価
料
に
係
る
施
設
基
準

の
届
出
を
行
わ
な
い
保
険
医

療
機
関
等
は
「
賃
金
改
善
実

績
報
告
書
」
及
び
「
賃
金
改

善
中
間
報
告
書
」
に
お
け
る

賃
金
改
善
の
実
績
や
、
届
出

区
分
の
算
出
時
に
お
け
る
対

象
に
含
ま
れ
な
い
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

【
問
３
】
令
和
８
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
お
い
て
、
届
出

区
分
の
算
出
並
び
に
「
賃
金

合
（
所
謂
「
在
籍
型
出
向
」）

の
取
扱
い
如
何
。

【
答
】
出
向
先
の
保
険
医
療

機
関
の
対
象
職
員
と
し
て
、

区
分
計
算
及
び
賃
金
改
善
実

績
報
告
書
等
の
作
成
を
行
う
。

ま
た
、
出
向
先
の
保
険
医
療

機
関
で
得
た
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料
に
よ
る
収
入
に
つ
い

て
は
、
出
向
先
か
ら
出
向
元

に
支
払
う
な
ど
、
合
議
で
適

切
に
精
算
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
、
報
告
書
の
作
成
に
当

た
っ
て
は
、
出
向
元
と
相
談

し
た
上
で
、
出
向
元
か
ら
実

際
の
賃
金
の
改
善
額
等
の
報

告
書
の
記
載
に
必
要
な
情
報

の
提
供
を
受
け
る
こ
と
。

　
な
お
、
医
療
機
関
間
で
医

師
の
短
期
間
の
研
修
等
を
行

う
場
合
は
、
研
修
中
の
医
師

に
つ
い
て
、
出
向
元
の
保
険

医
療
機
関
の
対
象
職
員
と
し

て
、
区
分
計
算
及
び
賃
金
改

善
実
績
報
告
書
等
の
作
成
を

行
う
こ
と
と
し
て
差
し
支
え

な
い
。

【
問
10
】
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
の
施
設
基
準
の
届
出
に

つ
い
て
、
届
出
区
分
の
計
算

等
に
お
け
る
「
月
額
賃
金
総

額
」「
対
象
職
員
数
」「
社
会

保
険
診
療
等
収
入
金
額
」

「
延
べ
入
院
患
者
数
」
等
の

算
出
に
お
い
て
は
「
届
出
を

行
う
月
の
直
近
１
月
」
又
は

「
届
出
を
行
う
月
の
直
近
３

月
」
の
期
間
の
実
績
等
に
よ

り
算
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
が
、
例
え
ば
「
届
出
を

行
う
月
の
直
近
１
月
」
と
は

具
体
的
に
い
つ
を
指
す
か
。

【
答
】
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
に
係
る
施
設
基
準
の
届
出

に
お
い
て
は
「
届
出
を
行
う

月
の
直
近
１
月
」
は
、
届
出

の
作
業
を
行
う
時
点
で
把
握

が
可
能
な
直
近
１
月
を
指
す
。

　
厚
労
省
保
険
局
医
療
課
は
令
和
８
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
お
け
る
疑
義
解
釈
を
発
出
し
て
い
ま
す
の
で

「
看
護
職
員
処
遇
改
善
評
価
料
及
び
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料
関
係
」【
抜
粋
】
を
掲
載
し
ま
す
。

2 0 4 0年頃に向けた医療の課題②
Ⅰ．将来の人口構造の変化と求められる医療需要②
○ 地域ごとにみると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域では減少、地方都市部では高齢人口が増加する
地域と減少する地域がある。
○ こうした地域差の拡大に伴い、地域ごとの課題や地域に求められる医療提供体制のあり方はそれぞれ異なったものとなる。

≪入院患者数が最大となる年（二次医療圏別）≫ ≪2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況（構想区域（337区域）別）≫

Ⅱ．生産年齢人口の減少に伴う、医療従事者の確保の課題
○ 生産年齢人口の減少に伴い、医療従事者の確保が更に困難となる中、働き方改革等とあわせて、医療 等を着実に推進していくことが重要。
○ 医師については、人口が減少する中での医師養成のあり方や医師偏在が課題となっているほか、特に診療所の医師は高齢化しており、診療所数は人口が少
ない二次医療圏では減少傾向、人口の多い二次医療圏では増加傾向にある。
○ 歯科医師、看護師等の医療従事者についても、将来にわたって医療提供体制を確保するため、その養成のあり方や偏在等の課題、専門性を発揮した効果的
な活用の重要性が指摘されている。
○ これらの課題に対応し、 歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む 年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・介護
を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保することを目指す。

年に向けて、総合的な改革によって、より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築

年齢区分別人口の変化率の平均値
生産年齢人口 高齢人口

●大都市型
●地方都市型
●過疎地域型
大都市型 ︓人口が 万人以上（又は）人口密度が 人 以上
地方都市型︓人口が 万人以上（又は）人口 ～ 万人（かつ）人口密度が 人 以上
過疎地域型︓上記以外

▲

▲

▲ ▲ ▲

高齢人口が減少する地域は
５割程度（ 区域）

高
齢
人
口
の
変
化
率

生産年齢人口の変化率

出典︓厚生労働省「患者調査」（ 年）、総務省「住民
基本台帳人口」（ 年）、「人口推計」（
年）及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地
域別将来推計人口（ 年推計）」を基に厚生労働
省医政局地域医療計画課において推計。

︓ 年以前に最大

︓ 年に最大

︓ 年に最大

︓ 年に最大

︓ 年以降に最大
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〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰

４
面
へ
つ
づ
く

厚
生
労
働
省
・
保
険
局
医
療
課

疑
義
解
釈
（
そ
の
４
）（
そ
の
５
）

　
厚
労
省
保
険
局
医
療
課
は
令
和
８
年
度
診
療
報
酬
改

定
に
お
け
る
疑
義
解
釈
「
そ
の
４
」（
４
月
21
日
）
と

「
そ
の
５
」（
５
月
８
日
）
を
発
出
し
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す
。

疑
義
解
釈
（
４
）【
抜
粋
】

●
重
症
度
、
医
療
・
看
護
必

要
度

【
問
５
】
一
般
病
棟
用
の
重

症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度

の
救
急
患
者
応
需
係
数
の
算

出
に
お
い
て
、
救
急
搬
送
に

よ
り
、
救
急
患
者
応
需
係
数

の
算
出
対
象
と
な
る
入
院
料

を
算
定
す
る
病
棟
と
、
そ
の

他
の
治
療
室
等
に
入
院
す
る

患
者
が
そ
れ
ぞ
れ
い
る
場

合
、
救
急
患
者
応
需
係
数
の

算
出
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

よ
い
か
。

【
答
】
救
急
患
者
応
需
係
数

の
算
出
対
象
と
な
ら
な
い
特

定
入
院
料
（
特
定
集
中
治
療

室
、
小
児
入
院
医
療
管
理
料

１
～
５
、
地
域
包
括
ケ
ア
入

院
医
療
管
理
料
等
を
含
む
）

へ
の
救
急
搬
送
入
院
件
数
は

「
直
近
１
年
間
に
お
け
る
救

急
搬
送
に
よ
り
当
該
保
険
医

療
機
関
に
入
院
し
た
患
者
」

及
び
「
入
院
基
本
料
を
算
定

す
る
も
の
と
し
て
届
け
出
た

病
床
に
入
院
し
た
患
者
」
に

は
含
ま
な
い
。
な
お
、
病
院

の
救
急
搬
送
受
入
件
数
に
は

入
院（
特
定
入
院
料
を
含
む
）、

外
来
を
含
め
全
て
の
救
急
搬

送
受
入
件
数
が
含
ま
れ
る
こ

と
に
留
意
す
る
こ
と
。

　
例
え
ば
、
特
定
集
中
治
療

室
管
理
料
３
が
５
床
、
急
性

期
一
般
入
院
料
４
が
１
０
０

需
係
数
の
算
出
対
象
と
な
る

病
棟
に
入
院
し
た
患
者
に
限

る
）
の
う
ち
、
当
該
入
院
基

本
料
を
算
定
す
る
も
の
と
し

て
届
け
出
た
病
床
に
入
院
し

た
患
者
の
割
合
を
乗
じ
て
得

た
数
を
、
当
該
入
院
基
本
料

を
算
定
す
る
も
の
と
し
て
届

け
出
た
病
床
数
で
除
し
て
得

た
数
を
い
う
」
と
あ
る
が
、

「
当
該
入
院
基
本
料
を
算
定

す
る
も
の
と
し
て
届
け
出
た

病
床
数
」
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
る
か
。

【
答
】
当
該
特
定
入
院
料
を

算
定
す
る
も
の
と
し
て
届
け

出
た
病
床
数
（
小
児
入
院
医

療
管
理
料
５
を
除
く
）
は
、

当
該
入
院
基
本
料
を
算
定
す

る
も
の
と
し
て
届
け
出
た
病

床
か
ら
除
外
し
て
、
当
該
入

院
基
本
料
を
算
定
す
る
も
の

と
し
て
届
け
出
た
病
床
数
を

算
出
す
る
こ
と
。

　
例
え
ば
、
一
般
病
床
１
０

０
床
の
病
院
に
お
い
て
、
急

性
期
一
般
入
院
料
４
を
１
０

０
床
届
け
出
て
お
り
、
当
該

急
性
期
一
般
入
院
料
４
を
届

け
出
て
い
る
病
棟
に
お
い

て
、
地
域
包
括
ケ
ア
入
院
医

療
管
理
料
１
を
20
床
届
け
出

て
い
る
場
合
「
当
該
入
院
基

本
料
を
算
定
す
る
も
の
と
し

て
届
け
出
た
病
床
数
」
は
80

床
と
な
る
。

【
問
７
】
救
急
患
者
応
需
係

数
に
つ
い
て
、
直
近
１
年
間

に
届
出
区
分
の
病
床
数
に
変

動
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
に
算
出
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】
前
年
度
に
お
い
て
、

４
月
か
ら
届
出
区
分
に
係
る

床
、
地
域
包
括
医
療
病
棟
入

院
料
２
が
50
床
の
病
院
に
お

い
て
、
救
急
搬
送
受
入
件
数

が
１
０
０
０
件
、
救
急
搬
送

入
院
件
数
が
４
３
０
件
、
う

ち
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

３
へ
の
入
院
が
50
件
、
急
性

期
一
般
入
院
料
４
へ
の
入
院

が
３
０
０
件
、
地
域
包
括
医

療
病
棟
２
へ
の
入
院
が
１
０

０
件
で
あ
る
場
合
、
急
性
期

一
般
入
院
料
４
及
び
地
域
包

括
医
療
病
棟
入
院
料
２
の
救

急
患
者
応
需
係
数
の
算
出
に

あ
た
っ
て
は
、
救
急
患
者
応

需
係
数
の
算
出
対
象
と
な
る

病
棟
（
急
性
期
一
般
入
院
料

４
及
び
地
域
包
括
医
療
病
棟

入
院
料
２
）
に
救
急
搬
送
入

院
し
た
患
者
の
割
合
を
、
救

急
搬
送
受
入
件
数
（
１
０
０

０
件
）
に
乗
じ
て
以
下
の
よ

う
に
算
出
す
る
。

　
急
性
期
一
般
入
院
料
４
の

救
急
患
者
応
需
係
数
：1000

×｛300

÷（300

＋100

）｝

÷100

×0.005

＝0.0375

　
地
域
包
括
医
療
病
棟
入
院

料
２
の
救
急
患
者
応
需
係

数
：1000

×｛100

÷（300

＋100

）｝÷50

×0.005

＝

0.025

【
問
６
】
一
般
病
棟
用
の
重

症
度
、
医
療
・
看
護
必
要
度

の
施
設
基
準
４
の
２
（
３
）

に
お
い
て
「
救
急
搬
送
に
よ

り
当
該
保
険
医
療
機
関
に
入

院
し
た
患
者
（
救
急
患
者
応

病
床
数
の
変
更
が
あ
っ
た
月

の
前
月
ま
で
の
期
間
と
、
当

該
変
更
が
あ
っ
た
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
期
間
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
応
じ
た

加
重
平
均
に
よ
る
病
床
数
を

算
出
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
前

年
度
１
年
間
の
救
急
搬
送
受

入
件
数
を
除
し
て
算
出
す
る
。

　
例
え
ば
、
急
性
期
一
般
入

院
料
４
を
１
０
０
床
届
け
出

て
お
り
、
前
年
度
の
12
月
に

届
出
病
床
数
を
40
床
に
変
更

し
た
場
合
、
加
重
平
均
に
よ

る
病
床
数
は
以
下
の
よ
う
に

算
出
す
る
。

　
（100

×8

÷12

）＋（40

×4

÷12

）＝80

●
急
性
期
病
院
一
般
入
院
基

本
料
等

【
問
８
】
急
性
期
病
院
Ｂ
一

般
入
院
料
及
び
急
性
期
総
合

体
制
加
算
に
お
い
て
、
自
院

が
所
属
す
る
二
次
医
療
圏
に

所
在
す
る
医
療
機
関
の
う

ち
、
救
急
搬
送
件
数
が
最
多

（
地
域
最
多
救
急
病
院
）
で

あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
判

断
す
る
か
。

【
答
】
地
域
最
多
救
急
病
院

と
し
て
届
け
出
る
場
合
に

は
、
直
近
の
病
床
機
能
報
告

の
デ
ー
タ
等
に
基
づ
き
、
当

該
医
療
機
関
が
所
属
す
る
二

次
医
療
圏
に
お
い
て
救
急
搬

送
件
数
が
最
多
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
届
出
を
行

う
こ
と
。

　
こ
の
際
、
当
該
二
次
医
療

圏
に
お
い
て
、
自
院
の
救
急

搬
送
件
数
の
概
ね
８
割
以
上

の
実
績
を
有
す
る
他
の
医
療

機
関
が
存
在
す
る
場
合
、
又

は
新
設
、
再
編
若
し
く
は
統

合
等
に
よ
り
自
院
を
上
回
る

救
急
搬
送
件
数
と
な
る
可
能

性
の
あ
る
医
療
機
関
が
存
在

す
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
当
該
医
療
機
関
に
対

し
前
年
度
の
救
急
搬
送
件
数

を
照
会
す
る
等
に
よ
り
確
認

を
行
う
こ
と
。

【
問
９
】
人
口
20
万
人
未
満

の
地
域
及
び
人
口
の
少
な
い

地
域
に
つ
い
て
、
第
８
次
医

療
計
画
の
策
定
に
お
い
て
二

次
医
療
圏
の
再
編
・
統
合
を

行
っ
た
結
果
、
人
口
20
万
人

未
満
の
二
次
医
療
圏
で
あ
っ

た
地
域
が
、
人
口
20
万
人
以

上
の
二
次
医
療
圏
に
属
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
所
属

二
次
医
療
圏
の
人
口
、
同
一

の
二
次
医
療
圏
の
範
囲
及
び

地
域
最
多
救
急
病
院
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ

い
か
。

【
答
】
こ
の
よ
う
な
場
合
、

再
編
・
統
合
前
の
20
万
人
未

満
二
次
医
療
圏
に
所
在
し
て

い
た
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
人
口
20
万

人
未
満
の
二
次
医
療
圏
に
所

在
す
る
も
の
と
み
な
し
て
差

し
支
え
な
い
。

　
そ
の
際
、
医
療
提
供
機
能

連
携
確
保
加
算
の
施
設
基
準

に
お
け
る
、
人
口
20
万
人
未

満
二
次
医
療
圏
に
所
在
す
る

医
療
機
関
へ
の
診
療
実
績
に

係
る
同
一
の
二
次
医
療
圏
の

範
囲
に
つ
い
て
は
、
再
編
・

統
合
前
の
人
口
20
万
人
未
満

二
次
医
療
圏
を
単
位
と
し
て

考
え
る
。

　
ま
た
、
当
該
再
編
・
統
合

前
の
20
万
人
未
満
の
二
次
医

療
圏
に
所
在
す
る
医
療
機
関

の
う
ち
、
救
急
搬
送
件
数
が

最
も
多
い
病
院
に
つ
い
て

は
、
施
設
基
準
通
知
別
添
２

第
２
の
３
の
10
の
（
２
）
ウ

に
規
定
す
る
基
準
の
う
ち
救

急
搬
送
件
数
が
最
も
多
い
も

の
及
び
施
設
基
準
通
知
別
添

３
第
１
の
６
に
規
定
す
る
地

域
最
多
救
急
病
院
に
該
当
す

る
も
の
と
み
な
し
て
差
し
支

え
な
い
。

●
地
域
医
療
体
制
確
保
加
算

【
問
10
】「
Ａ
２
５
２
」
の

「
２
」
地
域
医
療
体
制
確
保

加
算
２
の
施
設
基
準
に
お
け

る
「
集
中
治
療
、
術
後
疼
痛

管
理
、
呼
吸
ケ
ア
等
、
特
定

診
療
科
に
係
る
適
切
な
研

修
」
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
。

【
答
】
現
時
点
で
は
、
以
下

の
①
か
ら
④
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
研
修
を
修
了
し
た
看
護

師
又
は
日
本
集
中
治
療
医
学

会
に
よ
り
集
中
治
療
認
証
看

護
師
の
認
証
を
得
た
看
護
師

（
認
証
書
を
受
領
す
る
前
で

あ
っ
て
、
合
否
結
果
に
基
づ

き
合
格
を
確
認
し
て
い
る
看

護
師
を
含
む
）
を
指
す
。

　
①
日
本
看
護
協
会
の
認
定

看
護
師
教
育
課
程
「
ク
リ
テ

に
係
る
も
の
）
関
連
」、
ウ

「
栄
養
及
び
水
分
管
理
に
係

る
薬
剤
投
与
関
連
」、
エ「
動

脈
血
液
ガ
ス
分
析
関
連
」、

オ
「
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

係
る
薬
剤
投
与
関
連
」、
カ

「
循
環
動
態
に
係
る
薬
剤
投

与
関
連
」、
キ「
術
後
疼
痛
管

理
関
連
」、
ク
「
循
環
器
関

連
」、
ケ「
精
神
及
び
神
経
症

状
に
係
る
薬
剤
投
与
関
連
」

　
④
特
定
行
為
に
係
る
看
護

師
の
研
修
制
度
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
指
定

研
修
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ

る
以
下
の
領
域
別
パ
ッ
ケ
ー

ジ
研
修

　
集
中
治
療
領
域
、
救
急
領

域
、
術
中
麻
酔
管
理
領
域
、

外
科
術
後
病
棟
管
理
領
域

【
問
11
】
地
域
医
療
体
制
確

保
加
算
２
の
特
定
診
療
科
に

つ
い
て
、
例
え
ば
消
化
器
外

科
領
域
に
お
い
て
、
上
部
消

ィ
カ
ル
ケ
ア
※
」「
新
生
児
集

中
ケ
ア
」「
小
児
プ
ラ
イ
マ
リ

ケ
ア
※
」（
新
生
児
集
中
ケ
ア

及
び
小
児
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア

に
つ
い
て
は
、
小
児
外
科
を

特
定
診
療
科
と
す
る
場
合
に

限
る
）
※
平
成
30
年
度
の
認

定
看
護
師
制
度
改
正
前
の
教

育
内
容
に
よ
る
研
修
を
含
む
。

　
②
日
本
看
護
協
会
が
認
定

し
て
い
る
看
護
系
大
学
院
の

「
急
性
・
重
症
患
者
看
護
」

の
専
門
看
護
師
教
育
課
程

　
③
特
定
行
為
に
係
る
看
護

師
の
研
修
制
度
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
指
定

研
修
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ

る
研
修
（
以
下
の
９
区
分
の

研
修
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
つ

以
上
を
修
了
し
た
場
合
に
限

る
）

　
ア
「
呼
吸
器
（
気
道
確
保

に
係
る
も
の
）
関
連
」、
イ

「
呼
吸
器
（
人
工
呼
吸
療
法

化
管
、
下
部
消
化
管
、
肝
胆

膵
を
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
診
療
科

に
分
か
れ
て
い
る
場
合
、
ど

の
よ
う
に
診
療
科
を
特
定
す

れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】
い
ず
れ
の
診
療
科
に

お
い
て
も
、
消
化
器
に
係
る

手
術
等
の
外
科
的
治
療
を
主

と
し
て
行
っ
て
お
り
、
原
則

と
し
て
消
化
器
外
科
以
外
の

診
療
科
の
診
療
を
実
施
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
複
数
の

診
療
科
を
合
わ
せ
て
１
つ
の

消
化
器
外
科
と
し
て
特
定
し

て
差
し
支
え
な
い
。

【
問
12
】
地
域
医
療
体
制
確

保
加
算
２
の
特
定
診
療
科
に

つ
い
て
、
例
え
ば
複
数
の
消

化
器
外
科
領
域
の
診
療
科
を

１
つ
の
消
化
器
外
科
と
し
て

特
定
し
た
場
合
、
地
域
医
療

体
制
確
保
加
算
の
施
設
基
準

２（
３
）及
び（
４
）に
つ
い
て

は
、
各
診
療
科
が
そ
れ
ぞ
れ

満
た
す
必
要
が
あ
る
か
。

【
答
】
２
（
３
）
及
び
（
４
）

に
つ
い
て
、
消
化
器
外
科
全

体
と
し
て
施
設
基
準
を
満
た

し
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い

が
、
実
態
と
し
て
、
各
診
療

科
で
独
立
し
た
勤
務
体
制
を

取
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
診
療
科
で
交
代
勤

務
制
又
は
チ
ー
ム
制
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

【
問
13
】
地
域
医
療
体
制
確

保
加
算
２
の
施
設
基
準
に
お

い
て
「
特
定
診
療
科
の
医
師

の
給
与
体
系
に
他
の
診
療
科

の
医
師
と
は
異
な
る
特
別
な

配
慮
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」

と
あ
る
が
、
非
常
勤
医
師
も

対
象
と
な
る
の
か
。

【
答
】
特
定
診
療
科
の
常
勤

医
師
に
つ
い
て
は
、
他
の
診

療
科
の
医
師
と
は
異
な
る
特

別
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
必

要
が
あ
り
、
当
該
特
定
診
療

科
の
非
常
勤
医
師
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
配
慮
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

【
問
14
】
地
域
医
療
体
制
確

保
加
算
２
の
施
設
基
準
に
つ

い
て
「
臨
床
研
修
終
了
後
の

研
修
を
地
域
の
他
の
保
険
医

療
機
関
と
連
携
し
て
行
う
な

ど
、
地
域
で
協
働
し
て
医
師

の
育
成
を
図
る
た
め
の
取
組

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
」
と

あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
い
れ

ば
よ
い
の
か
。

【
答
】
当
該
特
定
診
療
科
の

専
門
研
修
に
係
る
専
門
研
修

基
幹
施
設
又
は
連
携
施
設
で

あ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
、

特
定
診
療
科
の
医
師
の
育
成

を
地
域
で
連
携
し
て
行
っ
て

い
る
こ
と
。

　
▽
地
域
の
他
の
医
療
機
関
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と
連
携
し
て
、
当
該
特
定
診

療
科
の
専
門
研
修
を
実
施
し

て
い
る
こ
と
▽
地
域
の
他
の

医
療
機
関
と
連
携
し
て
、

hands-on

セ
ミ
ナ
ー
や

カ
ダ
バ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等

の
若
手
医
師
に
向
け
た
手
技

向
上
に
係
る
実
技
研
修
の
機

会
を
年
に
複
数
回
、
定
期
的

に
設
け
て
お
り
、
う
ち
年
に

１
回
以
上
は
自
施
設
で
実
施

し
て
い
る
こ
と
▽
指
導
医
を

地
域
の
他
の
医
療
機
関
に
派

遣
し
て
、
若
手
医
師
の
育
成

を
行
っ
て
い
る
こ
と
▽
地
域

の
他
の
医
療
機
関
か
ら
、
研

修
の
た
め
に
、
専
門
研
修
修

了
後
の
若
手
医
師
も
受
け
入

れ
て
い
る
こ
と
。

●
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料

等
【
問
15
】
特
定
集
中
治
療
室

管
理
料
及
び
ハ
イ
ケ
ア
ユ
ニ

ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
に
お

け
る
施
設
基
準
に
つ
い
て
、

「
全
身
麻
酔
の
定
義
は
「
Ａ

２
０
０
」
に
掲
げ
る
急
性
期

総
合
体
制
加
算
に
お
け
る
定

義
と
同
様
で
あ
る
」
と
あ
る

が
、
令
和
８
年
５
月
31
日
ま

で
に
実
施
し
た
全
身
麻
酔
に

よ
る
手
術
件
数
に
つ
い
て

も
、
急
性
期
総
合
体
制
加
算

に
お
け
る
定
義
と
同
様
に
、

令
和
８
年
度
改
定
前
の
医
科

点
数
表
第
２
章
第
11
部
に
掲

げ
る
麻
酔
の
う
ち
「
Ｌ
０
０

８
」
に
掲
げ
る
マ
ス
ク
又
は

気
管
挿
管
に
よ
る
閉
鎖
循
環

式
全
身
麻
酔
に
よ
る
手
術
件

数
の
実
績
に
よ
り
届
け
出
る

こ
と
で
差
し
支
え
な
い
か
。

【
答
】
差
し
支
え
な
い
。

●
外
科
医
療
確
保
特
別
加
算

【
問
34
】
外
科
医
療
確
保
特

別
加
算
の
施
設
基
準
に
お
い

て
、
病
棟
ご
と
に
「
病
棟
薬

剤
業
務
実
施
加
算
１
」
又
は

「
病
棟
薬
剤
業
務
実
施
加
算

２
」
を
分
け
て
届
け
出
る
こ

と
は
可
能
か
。

【
答
】不
可
。「
病
棟
薬
剤
業

務
実
施
加
算
１
」
の
実
績
要

件
に
つ
い
て
は
保
険
医
療
機

関
全
体
で
満
た
す
必
要
が
あ

り
、
保
険
医
療
機
関
と
し
て

「
病
棟
薬
剤
業
務
実
施
加
算

１
」
又
は
「
病
棟
薬
剤
業
務

実
施
加
算
２
」
の
ど
ち
ら
か

し
か
届
出
で
き
な
い
。

　
な
お
、「
病
棟
薬
剤
業
務

実
施
加
算
３
」
は
「
病
棟
薬

剤
業
務
実
施
加
算
１
」
又
は

「
病
棟
薬
剤
業
務
実
施
加
算

２
」
と
は
別
に
届
出
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

●
排
尿
自
立
支
援
加
算

【
問
６
】
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
強
化
体
制
加
算

の
施
設
基
準
と
し
て
「
Ａ
２

５
１
」
排
尿
自
立
支
援
加
算

の
届
出
が
要
件
と
な
っ
た

が
、
排
尿
自
立
支
援
加
算
の

要
件
で
あ
る
研
修
に
は
、
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
研
修

が
該
当
す
る
か
。

【
答
】「
疑
義
解
釈
資
料
の

送
付
に
つ
い
て
（
そ
の
１
）」

（2016.31

事
務
連
絡
）
別

添
１
の
【
問
97
】
に
示
す
研

修
の
他
に
、
以
下
の
研
修
が

該
当
す
る
。
な
お
、「
Ｂ
０
０

５-

９
」外
来
排
尿
自
立
指
導

料
の
要
件
で
あ
る
研
修
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
▽
全
日
本
病
院
協
会
下
部

尿
路
機
能
障
害
の
治
療
と
ケ

ア
研
修
会
▽
東
京
都
立
病
院

機
構
東
京
総
合
診
療
推
進
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（T

-G
A
P

）

排
尿
機
能
回
復
に
向
け
た
治

療
と
ケ
ア
講
座
▽
日
本
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
・
施

設
協
会
下
部
尿
路
機
能
障
害

て
、「
医
科
点
数
表
第
２
章

第
10
部
に
掲
げ
る
長
時
間
か

つ
高
難
度
な
手
術（
中
略
）を

合
わ
せ
て
年
間
２
０
０
例
以

上
実
施
し
て
い
る
こ
と
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
要
件

は
、
外
科
医
療
確
保
特
別
加

算
の
算
定
に
係
る
届
出
を
行

っ
た
特
定
診
療
科
に
お
い
て
、

当
該
対
象
手
術
を
合
算
し
て

年
間
２
０
０
例
以
上
実
施
し

て
い
る
こ
と
を
指
す
も
の
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

疑
義
解
釈（
５
）」【
抜
粋
】

●
精
神
科
慢
性
身
体
合
併
症

管
理
加
算

【
問
３
】「
Ａ
２
３
０-

５
」

慢
性
身
体
合
併
症
管
理
加
算

に
つ
い
て
は
「
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴

う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ

い
て
」（2026.3.5

保
医

発
０
３
０
５
第
6
号
）
の

（
２
）
に
お
い
て
「
当
該
内

科
を
担
当
す
る
医
師
が
、
当

該
医
療
機
関
に
お
い
て
、
１

回
以
上
「
Ｉ
０
０
１
」
入
院

精
神
療
法
又
は「
Ｉ
０
０
２
」

通
院
・
在
宅
精
神
療
法
を
行

っ
た
場
合
は
、
当
該
加
算
は

別
に
算
定
で
き
な
い
」
と
さ

れ
て
い
る
。
当
該
内
科
を
担

当
す
る
医
師
と
は
別
の
、
精

神
科
を
担
当
す
る
医
師
が
、

入
院
精
神
療
法
又
は
通
院
・

在
宅
精
神
療
法
を
行
っ
た
場

合
に
は
、
同
一
の
患
者
に
対

し
精
神
科
慢
性
身
体
合
併
症

管
理
加
算
と
入
院
精
神
療
法

又
は
通
院
・
在
宅
精
神
療
法

の
併
算
定
は
で
き
る
と
解
し

て
よ
い
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

●
病
棟
薬
剤
業
務
実
施
加
算

【
問
５
】「
Ａ
２
４
４
」
病
棟

薬
剤
業
務
実
施
加
算
に
つ
い

の
排
尿
ケ
ア
講
座
▽
回
復
期

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟

協
会
排
尿
自
立
支
援
加
算
研

修
会

　
い
ず
れ
の
研
修
も
、
医
師

・
看
護
師
共
通
要
件
で
あ
る

部
分
と
看
護
師
の
要
件
で
あ

る
部
分
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
部
分
を
全

て
受
講
す
る
こ
と
で
要
件
を

満
た
す
。

●
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実

施
計
画
書
等

【
問
16
】
入
院
診
療
計
画
書

に
つ
い
て
は
、
患
者
等
に
交

付
し
た
文
書
の
写
し
を
診
療

録
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
令
和
８
年

度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て

医
師
や
患
者
等
の
署
名
が
不

要
と
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、「
疑
義
解
釈
資
料
の
送

付
に
つ
い
て
（
そ
の
２
）」

（2026.4.1

事
務
連
絡
）

別
添
１
の
問
23
に
お
い
て
、

「
電
磁
的
方
法
に
よ
り
診
療

情
報
の
記
録
及
び
保
存
を
行

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
診
療

録
に
患
者
等
に
交
付
し
た
も

の
と
同
じ
内
容
の
文
書
が
電

子
媒
体
で
保
存
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
文
書
を
用
い
て
説

明
を
行
っ
た
日
及
び
説
明
者

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

よ
い
」
旨
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

実
施
計
画
書
等
、
署
名
が
不

要
と
さ
れ
て
い
る
他
の
書
類

に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
っ
て

よ
い
か
。

【
答
】
そ
の
と
お
り
。

●
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器

加
算

【
問
17
】「
Ｋ
９
３
９-

４
」

内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器
加

算
の
施
設
基
準
に
つ
い
て

「
内
視
鏡
手
術
用
支
援
機
器

を
用
い
た
手
術
の
前
年
の
実

績
（
症
例
数
及
び
平
均
在
院

日
数
）
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
こ

と
」
と
あ
る
が
、

　
①
症
例
数
及
び
平
均
在
院

日
数
は
、
年
間
症
例
数
の
実

績
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
対

象
と
な
っ
て
い
る
手
術
の
う

ち
、
当
該
保
険
医
療
機
関
で

実
施
し
た
も
の
を
各
手
術
毎

に
そ
れ
ぞ
れ
示
す
と
い
う
理

解
で
よ
い
か
。
②
平
均
在
院

日
数
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
計
算
す
れ
ば
よ
い
か
。

【
答
】
①
よ
い
。
②
「
退
院

日
―
入
院
日
＋
１
」
を
患
者

数
で
除
し
た
も
の
と
す
る
。

な
お
、
月
を
ま
た
ぐ
場
合

「（
入
院
し
た
月
の
最
終
日
－

入
院
日
＋
１
）
＋
（
退
院

日
）」を
患
者
数
で
除
し
た
も

の
と
す
る
。

●
入
院
時
食
事
療
養
等
に
係

る
特
別
食
加
算
（
嚥
下
調

整
食
）

【
問
22
】「
疑
義
解
釈
の
送

付
に
つ
い
て
（
そ
の
２
）」

（2026.4.1

事
務
連
絡
）

別
添
１
の
問
１
４
３
で
示
さ

れ
た
特
別
食
加
算
（
嚥
下
調

整
食
）
の
施
設
基
準
の
責
任

者
要
件
に
係
る
「
嚥
下
調
整

食
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識

・
技
術
を
有
す
る
管
理
栄
養

士
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
10
時
間
以
上
の
研

修
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

【
答
】
現
時
点
で
は
、
以
下

の
研
修
が
該
当
す
る
。
▽
日

本
栄
養
士
会
が
主
催
す
る

「
特
別
食
加
算
（
嚥
下
調
整

食
）
に
係
る
研
修
会
」
▽
日

本
健
康
・
栄
養
シ
ス
テ
ム
学

会
が
主
催
す
る
「
特
別
食
加

算
（
嚥
下
調
整
食
）
対
応
：

適
切
な
嚥
下
調
整
食
提
供
の

た
め
の
研
修
」

全国公私病院連盟の会員病院向け保険制度のご案内

「ハラスメント」 「雇用問題」に対する備えは万全ですか？

雇用上の差別・各種ハラスメント・不当解雇等、雇用慣行に関連

する賠償請求のケースは多岐に渡ります。

また、雇用慣行賠償リスクはマネジメントレベルの管理では防ぎき

れない性質が強く、有事の際の費用や、対応体制の構築も同時

にご検討されることをおすすめします。

労働災害補償制度とは別に、民法上の責任が発生した

場合の高額補償に備えませんか？

労働災害に認定された場合であって、その災害について事業主

の過失をめぐって争われるような場合は、民法上の損害賠償責

任が問題となるケースが増えています。

保険期間：2025 年 11 月 1 日～2026 年 11 月 1 日

※いつからでも中途加入が可能です。

★ 保険の詳しい内容は、パンフレットを「全国公私病院連盟
ホームページ（https://www.byo-ren.com）」の

「保険のご案内」に掲載しておりますのでご欄ください。
右記のＱＲコードからのアクセスも可能です。

SJ25-09325 2025/11/04

損害保険ジャパン 株式会社

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1

TEL 03-3349-5113

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

< お 問 合 せ 先 >

取扱代理店 引受保険会社

株式会社 公私病連共済会

〒111-0042 東京都台東区寿 4-15-7

食品衛生センター7階

TEL 03-5830-6193 FAX 03-5830-6194

受付時間：平日の午前 9 時から午後 5 時まで

全国公私病院連盟

ハワイ医療視察研修募集のお知らせ

全国公私病院連盟では、海外医療視察研修（ハワイ）への参加者を

募集しています。この機会にどうぞご参加ください。

１．期 日：令和８年 11 月 16 日（月）～11 月 21 日（土）

２．募集人員：２５名程度（最少催行人員 10 名）

３．旅行費用：５９０,０００円 《10 名様以上の場合》

５２０,０００円 《15 名様以上の場合》

４７５,０００円 《20 名様以上の場合》

４５０,０００円 《25 名様以上の場合》

４．申込締切： 令和８年７月３１日（金）

５．視察先（予定）： The Queenʻs Medical Center

クィーンズメディカルセンターは、医療の質の高さに定評があ

り、米国で優れた病院として数多くの認証を受けている総合病院

です。優れた医療機関を認証する米国のJCから認証を受けている

ほか、米国で優れた看護師教育プログラムを提供する医療機関を

認証する ANCC（全米の 6％の病院のみ取得）からも認証されてい

ます。

特にがん治療では、優れた医療提供のほかに、患者・家族の心

理的・経済的サポートを行う「キャンサーナビゲーション」を構

築し信頼を集めています。

◆ 研修の詳細や参加の申込方法は、全国公私病院連盟ホームページ

の新着情報からご覧ください。

全国公私病院連盟ホームページ https://www.byo-ren.com/

◆ お問合せ e-mail アドレス info＠byo-ren.com
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